
配付しました「2018度　合格者のしおり（Ｐ8）」に記載のとおり、下記の額となっています。

１　諸費等金額　　　年間納付額 （ただし授業料を除く額）

２　納付の内訳　　　下表のとおり

記

2期 3期 4期

(4/20)
6/20又は
7/20　＊

(7/20) (10/22) (1/21)

1,650 1,650

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 3,900 3,900

生 徒 自 治 会 費 2,500 2,500

学 年 費 22,880 22,880

海外研修旅行積立金 10,000 30,000 30,000 70,000

40,930 0 30,000 30,000 0 100,930

29,700 29,700 29,700 29,700 118,800

40,930 29,700 59,700 59,700 29,700 219,730

○第１期分の学校納付金は、配付の納付書により４月２０日（金）までに金融機関窓口で納入してください。

○２期分からは、原則、口座振替でお願いします。　預金口座のある金融機関で手続きをしてください。
   ５月末までに手続きを完了すれば、２期目から口座振替を開始します。

(注) 学年費の内訳(予算書)は、【裏面】のとおりです。

　平成３０年度１学年に係る学校納付金（(独)日本スポーツ振興センター掛金及び学校諸費）は、

平成30年4月17日

１年生（４5期生）保護者　様

大阪府立松原高等学校

校　長　　　　平野　智之

平成３０年度に係る学校納付金について（お知らせ）

100,930円

授　　業　　料　　※

総　合　計
（授業料を含む場合）

　つきましては、各納期までに支払の準備をよろしくお願いします。

１学年（４５期生）

独立行政法人日本スポー
ツ振興センター掛金

合　　　　計

学

校

諸
　
費

1期
合計

※ 授業料について 
・就学支援金の手続きをして、認定を受けた場合、公立高校の授業料は無償になります。 

・＊新入生の１期の授業料は、就学支援金の手続きの関係で、４月の徴収が猶予されます。 

     ただし、就学支援金の手続きで「申請(届出)をしません。」で提出された場合、又は手続きをされなかった

場合は、6月20日が「第１期」分の納期限になります。 

   また、就学支援金が認定されなかった場合は、7月20日が「第1期と第2期」の納期限になります。 

＊ ― 



（注）海外研修旅行積立金として、１期で10,000円、２期及び３期で各30,000円(計70,000円）を徴収します。

【裏面】

2018（平成30）年度 

45期生（1年生）学年費会計予算書

　　　　　　　　大阪府立松原高等学校

　収入の部 （単位：円）

摘        要

6,452,160 22,880 282名

0

6,452,160 22,880

　支出の部

摘        要

2,820,000 10,000 　 10,000円　×282人

282,000 1,000 　 １,000円　×282人

169,200 600 　    600円　×282人 (体育祭・文化祭等）

564,000 2,000  　 2,000円　×282人

282,000 1,000   　1,000円　×282人(証明写真及びクラス写真)

564,000 2,000 　  2,000円　×282人

84,600 300   　  300円　×282人

676,800 2,400  　 2,400円　×282人

530,160 1,880  　 2,400円　×282人

479,400 1,700  　 1,700円　×282人

6,452,160 22,880

予算単価

予算単価

科   目 予　算　額

徴　収　額

雑　収　入

合　　計

科   目 予　算　額

Ｈ Ｒ 合 宿 費

クラス費・学年費

生  徒  手  帳

行 　事　  費

芸 術 鑑 賞 費

生 徒 証 明 写真

産 社 関 係 費

下 足 ロ ッ カ ー(扉)

合        計

消 　　耗 　　品

進 路 指 導 費


